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(57)【要約】
【課題】伝送路の状況の如何を問わず、画質を良好に保
つことができ、しかも伝送効率の良い画像データの伝送
方法を実現する。
【解決手段】受信器(２０１)で検出された伝送エラーの
発生状況及び画質評価結果に基づいて送信器(１０１)で
、各キャリアの変調方式を変更する。伝送エラーが多い
キャリアの変調方式を変調多値数がより少ないものに変
更する。各キャリアの変調方式と、画質評価結果から、
符号化パラメータを変更する。画質が低いときは、伝送
エラーが多いと判断して符号化パラメータを大きくする
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを変調して送信器から受信器へ伝送するＯＦＤＭ信号送受信システムであっ
て、
　前記送信器は、
　前記画像データを符号化パラメータに基づき情報圧縮したビットストリームを生成する
エンコーダと、
　前記ビットストリームに誤り訂正符号化を行った上で、該ビットストリームを複数のデ
ータ部分に分割して、該分割により得られたそれぞれのデータ部分で異なるキャリアを、
それぞれのキャリア変調方式により変調することで、ＯＦＤＭ変調信号を生成するＯＦＤ
Ｍ変調器と、
　受信状態情報に基づいて、前記キャリア変調方式を決定し、決定されたキャリア変調方
式を示す情報を出力するキャリア制御器と、
　前記受信状態情報に含まれる画質評価結果から、前記符号化パラメータを決定し、決定
した符号化パラメータを示す情報を出力するエンコード制御器とを備え、
　前記受信器は、
　前記送信器から受信した前記ＯＦＤＭ信号を復調し、ビットストリームを生成するとと
もに、前記ＯＦＤＭ信号に対して誤り訂正処理を行い、該誤り訂正処理によって検出され
た誤り位置を示す誤り検出情報を出力するＯＦＤＭ復調器と、
　前記誤り検出情報から、前記画像データの送信に利用可能なキャリアの各々におけるエ
ラーの発生状況を表すデータを生成し出力する伝送路評価器と、
　前記ＯＦＤＭ復調器からの前記ビットストリームに基づいて画質を評価し、画質評価結
果を表すデータを出力する画質評価器と、
　前記伝送路評価器からの前記エラーの発生状況を表すデータと前記画質評価器からの前
記画質評価結果を表すデータとを含む前記受信状態情報を生成し、前記送信器へ出力する
受信状態評価器とを備える
　ことを特徴とするＯＦＤＭ信号送受信システム。
【請求項２】
　前記キャリア制御器は、前記画像データの送信のために利用可能なキャリアの各々に対
して決定したキャリア変調方式から、前記画像データの送信のために利用可能な全キャリ
アにより１シンボルで伝送可能な情報量を算出し、
　前記エンコード制御器は、前記画質評価結果が所定の基準値以上のときは、前記キャリ
ア制御器で算出された、前記１シンボルで伝送可能な情報量に基づき、前記符号化パラメ
ータを決定し、
　前記エンコード制御器は、前記画質評価結果が前記基準値よりも低いときは、前記符号
化パラメータをより大きな値にする
　ことを特徴とする請求項１に記載のＯＦＤＭ信号送受信システム。
【請求項３】
　前記キャリア制御器は、
　前記エラーの発生状況を表すデータに基づいて、前記利用可能なキャリアのうちエラー
が頻発しているキャリアのキャリア変調方式を、変調多値数がより少ない変調方式に変更
する
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のＯＦＤＭ信号送受信システム。
【請求項４】
　前記キャリア制御器は、前記エラーの発生状況を表すデータにより、エラーの発生状況
が不安定であることが示されるキャリアを使用しないよう決定することを特徴とする請求
項１乃至３のいずれかに記載のＯＦＤＭ信号送受信システム。
【請求項５】
　前記キャリア制御器は、前記画質評価結果が所定の基準値よりも低いときは、前記キャ
リア変調方式を変調多値数がより少ないキャリア変調方式に変更することを特徴とする請
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求項１に記載のＯＦＤＭ信号送受信システム。
【請求項６】
　前記ＯＦＤＭ復調器は、前記誤り検出情報を所定の期間毎のタイミングでのみ出力する
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載のＯＦＤＭ信号送受信システム。
【請求項７】
　前記伝送路評価器は、前記エラーの発生状況を記録し、周期的に発生するエラーを検出
してエラー発生の周期性を示す情報を生成することを特徴とする請求項１乃至６のいずれ
かに記載のＯＦＤＭ信号送受信システム。
【請求項８】
　前記伝送路評価器は、前記エラーの発生状況を所定の時間毎に記録し、該所定の時間ご
との記録結果から、前記周期性を示す情報を生成することを特徴とする請求項７に記載の
ＯＦＤＭ信号送受信システム。
【請求項９】
　前記受信状態評価器は、前記エラーの発生状況を表すデータと前記画質評価結果を表す
データに基づき、前記キャリア変調方式又は前記符号化パラメータの変更を要求する情報
を生成して、出力する請求項１乃至８のいずれかに記載のＯＦＤＭ信号送受信システム。
【請求項１０】
　前記受信状態評価器は、前記送信器から前記受信器への前記画像データの伝送のために
用いられる伝送路とは別の伝送路で、前記受信状態情報を前記送信器へ伝送するための無
線信号送信器を備えることを特徴とする請求項１乃至９のいずれかに記載のＯＦＤＭ信号
送受信システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル形式のデータをＯＦＤＭ変調方式で伝送するＯＦＤＭ信号送受信シ
ステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　大容量のデジタルデータを高速に伝送するためのマルチキャリア変調方式として、直交
周波数分割多重（ＯＦＤＭ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式がある。これは、送信するデータを多数のデータ
部分に分割し、それぞれのデータ部分に異なるキャリアを割り当てて、割り当てられたキ
ャリアを該データ部分で変調して、多重化してマルチキャリア伝送を行うものである。各
キャリアの変調は例えばＰＳＫ、ＱＡＭにより行われる。ＯＦＤＭ方式は、全てのキャリ
ア間の直交性が保たれることでキャリア間の干渉を防ぐ。
【０００３】
　しかしながら、伝送路上の雑音などにより伝送過程でエラーが発生することによって、
受信したデータに誤りが発生する。これは、例えば映像を伝送する場合において、映像品
質が劣化する要因となる。特に映像データのうち、重要度の高いフレームのデータに誤り
が発生すると、映像品質の劣化は大きくなる。
【０００４】
　そこで、従来のＯＦＤＭ変調装置として特許文献１では、重要度の高いデータと低いデ
ータに分類し、前者に対しては誤り訂正符号を付加し、重要度の高いデータの誤り率を重
要度の低いデータより低く抑えることで、伝送品質の向上を実現することが提案されてい
る。
【０００５】
　また、特許文献２では、送信するデータの重要度に応じて送信するデータを分類し、そ
れぞれ異なる符号化率で誤り訂正符号化を施し、それぞれ異なる多値変調方法で変調して
伝送することが提案されている。例えば重要度の高いものに対しては誤り訂正の符号化率
を低く、１シンボル当たりの情報量が少ない多値変調方法を適用し、重要度の低いものに
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対しては誤り訂正の符号化率を高く、１シンボル当たりの情報量が多い多値変調方法を適
用する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平９－４６３１４号公報
【特許文献２】国際公開第１９９６／０７２６０号
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】ＩＴＵ－Ｔ　Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎ　Ｐ．９１０，　“Ｓｕｂ
ｊｅｃｔｉｖｅ　ｖｉｄｅｏ　ｑｕａｌｉｔｙ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｍｅｔｈｏｄｓ
　ｆｏｒ　ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ”
【０００８】
　非特許文献１については後述する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献１のＯＦＤＭ変調装置では、重要度の低いデータに対し、
伝送路でのノイズが原因で発生する誤りを訂正することができない。また、特許文献１及
び特許文献２のいずれでも、重要度の高いデータがエラーの発生しないキャリアで必ずし
も伝送されるわけではなく、例えば特定のキャリアにインパルス雑音が発生するとき、雑
音が集中するキャリアでデータが伝送されることによって受信側で正しく復調できず、誤
り訂正復号で誤りを完全には訂正できない場合がある。また、受信側でデータを受信した
際のエラー発生状況などの受信状況を送信側に反映していないため、伝送路の状況が全体
的には比較的良い場合でも、（重要度の高いデータについての）誤り符号化率が低い一方
、重要度の低いデータには誤り訂正符号が付加されないために重要度の低いデータに誤り
が発生しても、誤りの訂正ができないという問題がある。これらは、伝送対象がＨ．２６
４等でエンコードされた画像データの場合は、対応するデコーダがデータを正しく復号で
きず、再生映像が乱れることで画質が低下する原因となる。
　そこで、伝送路の状況の如何を問わず、画質を良好に保つことができ、しかも伝送効率
の良い画像データの伝送方法の実現が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のＯＦＤＭ信号送受信システムは、
　画像データを変調して送信器から受信器へ伝送するＯＦＤＭ信号送受信システムであっ
て、
　前記送信器は、
　前記画像データを符号化パラメータに基づき情報圧縮したビットストリームを生成する
エンコーダと、
　前記ビットストリームに誤り訂正符号化を行った上で、該ビットストリームを複数のデ
ータ部分に分割して、該分割により得られたそれぞれのデータ部分で異なるキャリアを、
それぞれのキャリア変調方式により変調することで、ＯＦＤＭ変調信号を生成するＯＦＤ
Ｍ変調器と、
　受信状態情報に基づいて、前記キャリア変調方式を決定し、決定されたキャリア変調方
式を示す情報を出力するキャリア制御器と、
　前記受信状態情報に含まれる画質評価結果から、前記符号化パラメータを決定し、決定
した符号化パラメータを示す情報を出力するエンコード制御器とを備え、
　前記受信器は、
　前記送信器から受信した前記ＯＦＤＭ信号を復調し、ビットストリームを生成するとと
もに、前記ＯＦＤＭ信号に対して誤り訂正処理を行い、該誤り訂正処理によって検出され
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た誤り位置を示す誤り検出情報を出力するＯＦＤＭ復調器と、
　前記誤り検出情報から、前記画像データの送信に利用可能なキャリアの各々におけるエ
ラーの発生状況を表すデータを生成し出力する伝送路評価器と、
　前記ＯＦＤＭ復調器からの前記ビットストリームに基づいて画質を評価し、画質評価結
果を表すデータを出力する画質評価器と、
　前記伝送路評価器からの前記エラーの発生状況を表すデータと前記画質評価器からの前
記画質評価結果を表すデータとを含む前記受信状態情報を生成し、前記送信器へ出力する
受信状態評価器とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、伝送路の状況の如何を問わず、画質に影響するデータの誤りの発生を
抑え、画質を良好に保つことができ、しかも効率良く、画像データの伝送を行うことがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態１に係るＯＦＤＭ信号送受信システムを示すブロック図であ
る。
【図２】各キャリアに対する変調方式の割当の一例を表形式で示す図である。
【図３】図１の伝送評価器の構成例を示すブロック図である。
【図４】各キャリアについてのエラー発生指標の値の一例を表形式で示す図である。
【図５】（ａ）～（ｃ）は、エラーの発生と、エラー発生指標の変化及びこれに伴う値が
「１」のエラーフラグの発生の例を示す図である。
【図６】（ａ）～（ｃ）は、エラーの発生と、エラー発生指標の変化及びこれに伴う値が
「０」のエラーフラグの発生の例を示す図である。
【図７】図１の受信器から送信器に送信される受信状態情報のデータ構成の一例を示す図
である。
【図８】図１の係る画質評価器の構成例を示すブロック図である。
【図９】本発明の実施の形態２に係る伝送路評価器２１１の構成を示すブロック図である
。
【図１０】本発明の実施の形態４に係るＯＦＤＭ信号送受信システムを示すブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００１４】
実施の形態１．
　図１は、本発明に係るＯＦＤＭ信号送受信システムの実施の形態１の構成を示すブロッ
ク図である。図示のＯＦＤＭ信号送受信システムは、送信器１０１と、受信器２０１を備
える。
【００１５】
　送信器１０１は、入力された画像データＩｄからＯＦＤＭ信号Ｓｍを生成して、伝送路
４０１を介して受信器２０１へ出力する。
　伝送路４０１は、例えばメタル線などによる１対１の有線接続により形成されている。
しかしながら、本発明は無線接続により伝送路４０１が形成されている場合にも適用可能
である。
【００１６】
　受信器２０１は、受信したＯＦＤＭ信号Ｓｍを復調し、ビットストリームＳｒｂを生成
して、表示器３０１へ出力する。
【００１７】
　表示器３０１は、受信器２０１からのビットストリームＳｒｂに基づき、所定のフォー
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マットにデコードして画像データを生成し、該画像データで表される画像を表示する。
【００１８】
　受信器２０１は、上記のＯＦＤＭ信号Ｓｍの復調の際に検出する誤りの発生状況の集計
と、生成したビットストリームＳｒｂに基づく画質の評価を行い、集計の結果及び評価結
果を反映した受信状態情報Ｓｒｓを生成して、送信器１０１へ出力する。
　送信器１０１は、受信器２０１からの受信状態情報Ｓｒｓに基づき、画像データの符号
化における符号化パラメータの決定乃至切替え（再設定）、及びＯＦＤＭ変調における各
キャリアの変調方式の決定乃至切替え（再設定）を行う。
【００１９】
　送信器１０１は、エンコーダ１０２と、ＯＦＤＭ変調器１０３と、キャリア制御器１０
４と、エンコード制御器１０５を備える。
【００２０】
　エンコーダ１０２は、画像データＩｄに対して、エンコード制御器１０５から入力され
る符号化パラメータＳｑｓに基づいてエンコードを施し、エンコードにより情報圧縮した
ビットストリームＳｓｂを生成し、ＯＦＤＭ変調器１０３へ出力する。画像データＩｄを
エンコードする過程で量子化に使用する量子化ステップを、エンコード制御器１０５から
入力される符号化パラメータＳｑｓに基づき定める。ここで、画像データＩｄは、静止画
像データ又は映像データ（動画像データ）である。エンコーダ１０２は、例えばＪＰＥＧ
やＨ．２６４等の所定のフォーマットに対応するものとする。
【００２１】
　ＯＦＤＭ変調器１０３は、エンコーダ１０２からのビットストリームＳｓｂにＯＦＤＭ
変調を施し、ＯＦＤＭ信号Ｓｍを生成する。生成されたＯＦＤＭ信号Ｓｍは受信器２０１
へ送信される。
　ＯＦＤＭ変調器１０３は、ビットストリームＳｓｂを複数のデータ部分に分割して、そ
れぞれのデータ部分をそれぞれのキャリアに割当て、割り当てられたキャリアをそれぞれ
のデータ部分でそれぞれの変調方式により変調する。各データ部分は、１又は２以上のビ
ットから成り、ブロックとも呼ばれる。以下では、各キャリアに対して適用する変調方式
をキャリア変調方式という。
【００２２】
　キャリア変調方式としては、例えば、ＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、８ＰＳＫ、１６ＱＡＭ、３
２ＱＡＭ、６４ＱＡＭ、１２８ＱＡＭ、２５６ＱＡＭ、５１２ＱＡＭ、１０２４ＱＡＭが
用いられる。
【００２３】
　ＯＦＤＭ変調器１０３は、誤り訂正符号化器１０３ａを備え、ＯＦＤＭ変調に当たり、
誤り訂正符号化器１０３ａで、ビットストリームＳｓｂに対して、例えばリード・ソロモ
ン符号等の、誤りを含むビットの位置を検出可能な所定の誤り訂正符号化を施し、誤り訂
正符号化を施したビットストリームを複数のデータ部分に分割して、変調を行う。
【００２４】
　キャリア制御器１０４は、受信器２０１からの受信状態情報Ｓｒｓに基づき、ビットス
トリームＳｓｂの分割方法及び分割により生成された各データ部分のキャリアへの割当、
各キャリアの変調方式を示すデータをキャリア割当情報ＳｃａとしてＯＦＤＭ変調器１０
３に出力し、ＯＦＤＭ変調器１０３ではキャリア割当情報Ｓｃａに従ってＯＦＤＭ変調を
行う。
【００２５】
　キャリア割当情報Ｓｃａは、ＯＦＤＭ変調器１０３におけるＯＦＤＭ変調の際に利用さ
れるのみならず、受信器２０１におけるＯＦＤＭ復調の際にも必要とされるので、送信器
１０１から受信器２０１に送信される。例えば、キャリア割当情報ＳｃａもＯＦＤＭ変調
器１０３により１又は２以上のキャリアを用いてＯＦＤＭ信号Ｓｍの一部として送信され
る。
【００２６】
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　キャリア制御器１０４はまた、各キャリアの変調方式に基づいて、画像データＩｄの送
信に利用可能な全キャリアで伝送可能な情報量を算出し、伝送データ量見積値Ａｇｉとし
て出力する。全キャリアで１シンボル当たりの伝送情報量は、各キャリアで伝送可能な情
報量を全キャリアにわたり積算することで求められる。各キャリアで１シンボル当たりに
伝送可能な情報量（ビット数）は、各キャリアに適用された変調方式の変調多値数の対数
に比例する。
【００２７】
　エンコード制御器１０５は、キャリア制御器１０４から出力される、伝送データ量見積
値Ａｇｉと、受信状態情報Ｓｒｓに含まれる画質評価結果Ｓｑｐから、符号化パラメータ
Ｓｑｓを決定し、決定した符号化パラメータを示す情報Ｓｑｓを出力する。
【００２８】
　受信器２０１は、ＯＦＤＭ復調器２０２と、伝送路評価器２１１と、画質評価器２２１
と、受信状態評価器２３１とを備える。
【００２９】
　ＯＦＤＭ復調器２０２は、送信器１０１から伝送されたＯＦＤＭ信号Ｓｍを受信し、そ
のＯＦＤＭ信号Ｓｍに対してＯＦＤＭ復調を行い、復調信号に誤り訂正復号を施すことで
ビットストリームＳｒｂを生成し、画質評価器２２１及び表示器３０１へ出力する。この
際、送信器２０１がキャリア割当情報Ｓｃａの送信に使用したキャリアの復調を最初に行
い、復調されたキャリア割当情報Ｓｃａに従い、他のキャリアの復調を行う。
【００３０】
　また、ＯＦＤＭ復調器２０２は、ＯＦＤＭ変調器１０３がインターリーバを備えたもの
である場合、ＯＦＤＭ変調器１０３のインターリーバによって変更される前の元の順序を
再現することができるデインターリーバを備え、ＯＦＤＭ復調に当たり、デインターリー
ブを施す。ＯＦＤＭ復調器２０２は、誤り訂正復号器２０２ａを備え、デインターリーブ
されたビットストリームに対して、誤り訂正復号器２０２ａで、誤り訂正符号化器１０３
ａにより施された誤り訂正符号を復号し、誤り訂正処理によって検出された誤りビットの
位置を特定し、誤りの発生及び誤りの位置を示す誤り検出情報Ｓｅｂを生成し、伝送路評
価器２１１へ出力する。また、誤り訂正復号器２０２ａは、誤りを訂正したビットストリ
ームＳｒｂを生成し、画質評価器２２１及び表示器３０１へ出力する。
【００３１】
　伝送路評価器２１１は、ＯＦＤＭ復調器２０２からの誤り検出情報(復調の際に検出さ
れた誤りの発生状況を示すデータ)Ｓｅｂから、ＯＦＤＭ変調で用いられたキャリアの各
々におけるエラーの発生状況を表すデータＳｅｆ、Ｓｃｎを生成し、出力する。このうち
データＳｅｆは、伝送エラーが頻発していること、或いは伝送エラーの頻発状況が解消し
たことを示すものであり、エラーフラグと呼ばれ、データＳｃｎは、該当するキャリア（
伝送エラーが頻発しているキャリア、或いは伝送エラーの頻発状況が解消したキャリア）
の番号であり、制御対象キャリア番号と呼ばれる。エラーフラグＳｅｆ及び制御対象キャ
リア番号Ｓｃｎは、以下に詳しく説明するように、送信器１０１による送信の条件、例え
ば各キャリアの変調方式を変更することを要求する情報として用いられる。
【００３２】
　画質評価器２２１は、ＯＦＤＭ復調器２０２からのビットストリームＳｒｂに基づいて
画質を評価し画質評価結果としての画質推定値（を示すデータ）Ｓｑｐを出力する。
【００３３】
　受信状態評価器２３１は、伝送路評価器２１１からの、キャリアの各々におけるエラー
の発生状況を表すデータＳｅｆ、Ｓｃｎと画質評価器２２１からの画質評価結果（を表す
データ）Ｓｑｐとをまとめたものを受信状態情報Ｓｒｓとして、送信器１０１へ送出する
。
【００３４】
　送信器１０１への受信状態情報Ｓｒｓの送信は、ＯＦＤＭ信号Ｓｍと同じ伝送路を介し
て行っても良く、別の伝送手段、例えば無線ＬＡＮなどを用いても良い。
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　無線で送信を行う場合には、受信状態評価器２３１は、送信器１０１と受信器２０１が
ＯＦＤＭ信号Ｓｍの伝送のために用いる伝送路４０１とは別個に、受信状態情報Ｓｒｓを
制御信号として伝送する無線信号送信器２３１ａ（図１に点線で示す）を備えるものとす
る。
【００３５】
　受信状態情報Ｓｒｓとして伝送される情報の量は多くない一方、制御の上の重要な役割
を果たすので、信頼性の高い伝送手段で送信することが望ましい。
【００３６】
　受信状態情報Ｓｒｓを送信する際に誤り訂正符号化を施してもよい。この場合送信器１
０１に誤り訂正復号回路（図示しない）が必要となるが、伝送エラーの発生により受信状
態情報Ｓｒｓに誤りが発生することを防止でき、送信器１０１を確実に制御できる。
【００３７】
　なお、複数の受信器（図示しない）が設けられ、送信器１０１から同じ伝送路を介して
送信されたＯＦＤＭ信号を受信するシステムにおいては、全ての受信器に伝送路評価器２
１１、画質評価器２２１及び受信状態評価器２３１を備える必要はなく、例えば１個又は
一部の受信器のみが、伝送路評価器２１１、画質評価器２２１及び受信状態評価器２３１
を備えることとしても良い。即ち、全ての受信器で伝送路と画質の評価をしなくても、良
好な画質で画像データの伝送を行うことができる。
【００３８】
　表示器３０１は、デコーダ３０２と画像再生器３０３を備える。
　デコーダ３０２は、受信器２０１からのビットストリームＳｒｂを、所定のフォーマッ
トにデコードし、画像データＯｄを生成し、画像再生器３０３へ出力する。
　画像再生器３０３は、デコーダ３０２からの画像データＯｄを再生し、再生された画像
データＯｄで表される画像を表示する。
【００３９】
　ＯＦＤＭ変調器１０３における、ビットストリームＳｓｂのデータ部分への分割方法、
各キャリアへのデータ部分の割当、及び各キャリアで用いるべき変調方式は、受信器２０
１で検出される伝送エラーの発生状況に基づいて決定される。例えば、伝送エラーが多発
乃至頻発しているキャリアについては、変調多値数がより少ない変調方式に切り替えられ
、より少ないビットから成るデータ部分が割り当てられる。逆に伝送エラーが少ないキャ
リアについては、変調多値数がより多い変調方式に切り替えられ、より多くのビットから
成るデータ部分が割り当てられる。
【００４０】
　伝送エラーの発生状況の評価は、受信器２０１において受信された画像データのフレー
ムを単位として、１フレーム毎に、或いは複数フレーム毎に行われ、送信器１０１におけ
る変調方式の切り替えは、フレームとフレームの区切り目で行われる。
【００４１】
　上記のように、キャリア割当情報ＳｃａもＯＦＤＭ信号Ｓｍの一部として送信器１０１
から受信器２０１へ送信される。
　キャリア割当情報Ｓｃａの送信には、変調多値数に応じて１つ以上のキャリアが使用さ
れる。キャリア割当情報Ｓｃａの送信に用いられるキャリアの変調方式は変更されず、固
定されたままとされる。
【００４２】
　以下、送信器１０１の動作のうち、ＯＦＤＭ変調器１０３における変調方式の制御、及
びエンコーダ１０２おける符号化パラメータの制御に関してさらに詳しく説明する。
【００４３】
　ＯＦＤＭ変調器１０３において、各キャリアで送信されるデータ部分（当該キャリアの
変調に用いられるデータ部分）、及び各キャリアの変調方式は、上記のようにキャリア制
御器１０４からのキャリア割当情報Ｓｃａにより指定される。
　図２には、キャリア番号Ｃ１～ＣＮに対する変調方式の割当の一例が表形式で示されて
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いる。図２に示す例ではキャリア番号Ｃ１は、当該キャリアが使用されていないことを示
すため「０」が記載されている。
【００４４】
　各キャリアについて指定されるキャリア変調方式を示すデータ（設定値）は、本ＯＦＤ
Ｍ信号送受信システムで実施可能な複数のキャリア変調方式のうちいずれかを示す値とさ
れる。また、上記設定値の初期値は、本ＯＦＤＭ信号送受信システムで実施可能なキャリ
ア変調方式のうち、変調多値数が最も多いキャリア変調方式を示す値とし、例えば、１０
２４ＱＡＭを示すものとする。
【００４５】
　各キャリアの変調方式は、全キャリアによる１シンボル当たりのデータ伝送量が所望の
値になるように決定される。キャリア割当情報Ｓｃａにより、全キャリアで伝送される情
報量が制御される。
　キャリア割当情報Ｓｃａはその内容が、キャリア制御器１０４により、受信状態情報Ｓ
ｒｓに含まれるエラーフラグＳｅｆ及び制御対象キャリア番号Ｓｃｎに基づいて定められ
、或いは変更（再設定）される。
【００４６】
　キャリア割当情報Ｓｃａは、画像データの送信のために利用可能なキャリアの数に等し
い数の要素で構成される配列とされ、配列の先頭から順に利用可能なキャリアにそれぞれ
適用するキャリア変調方式を示すデータ（設定値）が並べられる。即ち、キャリア制御器
１０４から出力されるキャリア割当情報Ｓｃａは、図２のキャリア番号を含まず、変調方
式を示すデータをキャリア番号順に並べたもの（配列）で構成される。
【００４７】
　各キャリアに適用するキャリア変調方式は、受信状態情報Ｓｒｓに含まれるエラーフラ
グＳｅｆと前回のキャリア変調方式に基づき決定される。
　例えば、受信状態情報Ｓｒｓに含まれるエラーフラグＳｅｆが、伝送エラーが頻発して
いることを示す「１」であった場合、１シンボル当たりの伝送情報量が前回適用した変調
方式よりも少ない（変調多値数がより少ない）キャリア変調方式を、そのキャリアに適用
される新たな変調方式として再設定し、該変調方式を表す値（設定値）を、キャリア割当
情報Ｓｃａの配列の要素とする。
【００４８】
　逆に、受信状態情報Ｓｒｓに含まれるエラーフラグＳｅｆが伝送エラーの頻発状況が終
息乃至解消したことを示す「０」であった場合、１シンボル当たりの伝送情報量が前回適
用したキャリア変調方式よりも多い（変調多値数がより多い）キャリア変調方式を、その
キャリアに適用される新たな変調方式として再設定し、該変調方式を表す値（設定値）を
、キャリア割当情報Ｓｃａの配列の要素とする。
【００４９】
　このようにして、キャリア制御器１０４は、画像データの送信に用いられるキャリアに
対してキャリア変調方式を決定し、決定したキャリア変調方式を含むキャリア割当情報Ｓ
ｃａを出力するとともに、各キャリアについて決定したキャリア変調方式に基づいて、１
シンボルで全キャリアにより伝送可能な情報量を算出し、伝送データ量見積値Ａｇｉとし
て、エンコード制御器１０５に出力する。キャリア制御器１０４はまた、受信器２０１の
受信状態評価器２３１から送信される、受信状態情報Ｓｒｓに含まれる画質推定値Ｓｑｐ
をエンコード制御器１０５に出力する。
【００５０】
　エンコード制御器１０５は、キャリア制御器１０４を介して供給される画質推定値Ｓｑ
ｐ（受信器２０１から伝送された、受信状態情報Ｓｒｓに含まれる画質評価結果）と、キ
ャリア制御器１０４から出力された伝送データ量見積値Ａｇｉ（１シンボルで伝送可能な
情報量）を入力として、エンコーダ１０２がエンコードする際に用いるべき符号化パラメ
ータＳｑｓを決定し、決定した符号化パラメータＳｑｓを示すデータを、エンコーダ１０
２へ出力する。
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【００５１】
　ここで、符号化パラメータＳｑｓはエンコードによる情報圧縮率を示すものとする。符
号化パラメータＳｑｓの値が大きいほど圧縮率が高い。圧縮率は、圧縮の程度を表すもの
であり、例えば
　圧縮率＝（圧縮前の情報量－圧縮後の情報量）／圧縮前の情報量
で定義される。
【００５２】
　符号化がＪＰＥＧに従って行われる場合、符号化パラメータＳｑｓは量子化スケールＱ
Ｓとし、符号化がＨ．２６４に従って行われる場合、符号化パラメータＳｑｓは量子化パ
ラメータｑＰとする。
【００５３】
　エンコード制御器１０５は、受信されたビットストリームＳｓｂに基づいて表示される
画像の画質推定値Ｓｑｐ（受信器２０１からの画質評価結果Ｓｑｐで表される）が所定の
基準値（画質基準値）Ｑｂ以上となるよう、符号化パラメータＳｑｓを決定する。
【００５４】
　例えば、エンコード制御器１０５は、受信状態情報Ｓｒｓに含まれる画質評価結果Ｓｑ
ｐが基準値Ｑｂ以上のときは、キャリア制御器１０４で算出された伝送データ量見積値Ａ
ｇｉ（１シンボルで伝送可能な情報量）に基づき、符号化パラメータＳｑｓを算出する。
より具体的には、画質推定値Ｓｑｐが基準値Ｑｂ以上で、かつ伝送データ量見積値Ａｇｉ
が増加した場合には、符号化パラメータＳｑｓを小さくし、画質推定値Ｓｑｐが基準値Ｑ
ｂ以上で、かつ伝送データ量見積値Ａｇｉが減少した場合には、符号化パラメータＳｑｓ
を変更しない（現状維持とする）。
　一方、画質評価結果Ｓｑｐが基準値Ｑｂよりも低いときは、符号化パラメータＳｑｓを
より大きな値にする。
【００５５】
　符号化パラメータＳｑｓを小さくする場合には、例えば、前回の値に対して１よりも小
さい所定の値、例えば０．８を掛ける。一方、符号化パラメータＳｑｓを大きくする場合
には、例えば前回の値に対して１よりも大きい所定の値、例えば１．２を掛ける。
【００５６】
　符号化パラメータＳｑｓの初期値としては、理想的な伝送路（伝送エラーが全く発生し
ない）の場合における、本ＯＦＤＭ信号送受信システムで伝送し得る最大のデータ量を生
じさせる値が与えられる。
【００５７】
　上記の符号化パラメータの決定方法は、下記の式（１）で表される。
【数１】

【００５８】
　上記の符号化パラメータの決定方法は、画質推定値Ｓｑｐを低下させる原因としてエン
コードによる符号化ノイズの影響よりも伝送エラーによる画像ノイズの影響が大きい場合
を想定している。
　画質推定値Ｓｑｐが基準値Ｑｂよりも低い場合には、受信器２０１への伝送過程で伝送
エラーが発生したことにより、復調及びデコードしたデータに画像ノイズが多く発生した
ためと考えられる。そこで、符号化パラメータＳｑｓを高く、即ち圧縮率を高くすること
で伝送されるデータ量を低下させている。一方、各キャリアで伝送するデータ量はキャリ
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ア制御器１０４によって制御されており、伝送エラーが頻発しているキャリアで伝送され
るデータ量を少なくすることで、そのキャリアにおける伝送エラーを少なくことができ、
従って、伝送エラーによる画質劣化を防ぐことができる。
【００５９】
　なお、符号化パラメータＳｑｓの決定に当たっては、符号化パラメータＳｑｓとビット
レート、符号化パラメータＳｑｓと画質の関係をそれぞれ示す数値モデルを用いて、それ
ぞれの関係から符号化後のデータ量が伝送データ量見積値Ａｇｉ（設定された変調方式で
伝送可能なデータ量））以下となり、かつ画質推定値Ｓｑｐが基準値Ｑｂ以上となる最適
な符号化パラメータＳｑｓを算出するようにしても良い。この場合、数値モデルを予め用
意する必要があるが、符号化パラメータＳｑｓとビットレートと画質の関係を用いて符号
化パラメータＳｑｓを算出するため、受信状態に応じて画像データＩｄに最適なエンコー
ドを施すことができる。
【００６０】
　次に、受信器２０１における受信状態情報Ｓｒｓの生成についてさらに詳しく説明する
。
　上記のようにＯＦＤＭ復調器２０２は、ＯＦＤＭ信号Ｓｍに対するＯＦＤＭ復調に際し
、誤り訂正処理を行って、検出された誤りの発生及び位置を示す誤り検出情報Ｓｅｂを生
成し、伝送路評価器２１１へ出力する。誤りの位置を示す情報から、誤りビット並びに該
誤りビットを含むデータ部分を特定することができる。
【００６１】
　誤り訂正復号を施した際に誤りが検出されない場合、誤り検出情報Ｓｅｂとしては無効
データを表す信号を生成し、出力する。
　誤りが検出されない場合、誤り検出情報Ｓｅｂは出力しなくても良いが、誤りを検出し
た場合、誤り検出情報Ｓｅｂなどの誤りの発生状況を示すデータは決められた周期で（決
められた周期的なタイミングでのみ）出力するのが好ましい。そうすることで、送信器１
０１では、周期的なタイミングでのみ、伝送エラーに対処するために処理をすれば良くな
るからである。
【００６２】
　伝送路評価器２１１は、ＯＦＤＭ復調器２０２から出力される、受信データの各フレー
ム毎の誤り検出情報Ｓｅｂに基づき、伝送エラーが頻発しているキャリア、及び伝送エラ
ーの頻発状況が解消したキャリアを特定する番号（制御対象キャリア番号）Ｓｃｎと、該
キャリアについて伝送エラーが頻発していること、或いは伝送エラーの頻発状況が解消し
たことを示すエラーフラグＳｅｆを生成して出力する。
【００６３】
　伝送路評価器２１１は、例えば図３に示すように、誤り検出キャリア特定器２１２と、
キャリア解析器２１３を備える。
【００６４】
　誤り検出キャリア特定器２１２は、ＯＦＤＭ復調器２０２からの誤り検出情報Ｓｅｂに
基づき、該情報Ｓｅｂにより示される誤り位置に対応するビットを含むデータ部分が送信
時にＯＦＤＭ変調器１０３で変調された際に、当該データ部分が割り当てられた（当該デ
ータ部分により変調された）キャリアを特定し、そのキャリアを示す番号を誤り検出キャ
リア番号Ｓｅｎとしてキャリア解析器２１３へ出力する。
【００６５】
　ＯＦＤＭ変調器１０３がインターリーバを備えたものである場合、誤り検出キャリア特
定器２１２は、ＯＦＤＭ変調器１０３と同じインターリーバによって、該情報Ｓｅｂによ
り示される誤り位置に対応するビットの、ビットストリームＳｍにおける位置（順位）を
再現する。これにより、当該ビットを含むデータ部分が伝送されたキャリアを特定するこ
とができる。
【００６６】
　誤り検出情報Ｓｅｂが無効データの場合、誤り検出キャリア特定器２１２は無効なデー
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タを表す信号を誤り検出キャリア番号Ｓｅｎとして生成し、出力する。
【００６７】
　キャリア解析器２１３は、誤り検出キャリア特定器２１２から出力される誤り検出キャ
リア番号Ｓｅｎを入力として、所定の期間毎に、該所定の期間にわたり誤りを検出した回
数や連続性などをキャリア毎に集計し、解析する。上記の所定の期間（エラー検出周期）
は例えば送信される画像データの１フレーム、或いはその整数倍に相当する期間とされる
。
【００６８】
　キャリアごとの集計は、画像データの送信に利用可能な全てのキャリアの各々において
所定の期間中にエラーが発生したか否かを判定し、判定結果に応じて対応するエラー発生
指標ＥＩ１～ＥＩＮの値に対する制御を行う。なお、本ＯＦＤＭ信号送受信システムで利
用可能なキャリアのうち、画像データの送信に用いられていないキャリアについてはエラ
ーの集計が行われず、従ってエラー発生指標ＥＩｎの値は「０」に維持にされる。
【００６９】
　上記のエラー発生指標ＥＩ１～ＥＩＮの値の一例を、キャリア番号に対応付けて表形式
で表すと図４に示す如くとなる。各指標ＥＩｎ（ｎ＝１～Ｎのいずれか）が取り得る数値
は、１以上、０、－１以下の３種類に分けられ、１以上のときはエラーが連続的に発生し
た回数を示し、０のときはエラーが発生していないことを示し、－１以下のときはエラー
が発生していたが解消し、その後エラーが発生しないフレームが連続した回数を示す。
【００７０】
　ＯＦＤＭ復調器２０２から出力される誤り検出情報Ｓｅｂが無効データでなく（誤りが
検出されたことを示し）、誤り検出キャリア特定器２１２により誤りが検出されたキャリ
アを特定するキャリア番号Ｓｅｎが出力された場合、キャリア解析器２１３は、当該キャ
リア番号Ｓｅｎで特定されるキャリアについてのエラー発生指標ＥＩｎの値に応じて以下
のような処理を行う。
（Ａ１）　指標ＥＩｎの値が「０」以上であれば、当該指標ＥＩｎの値を１だけインクリ
メントする。
（Ａ２）　指標ＥＩｎの値が「－１」以下であれば、「１」にセットする。
【００７１】
　誤りが検出されなかったキャリア、即ちキャリア解析器２１３から出力される誤り検出
キャリア番号Ｓｅｎで特定されるキャリア以外のキャリアについては、当該キャリアにつ
いてのエラー発生指標ＥＩｎの値に応じて、以下のような処理を行う。
（Ｂ１）　指標ＥＩｎの値が、「０」であれば「０」のままとする。
（Ｂ２）　指標ＥＩｎの値が、「１」以上の場合、「－１」にセットする。
（Ｂ３）　指標ＥＩｎの値が、「－１」以下の場合、指標ＥＩｎの値を１だけデクリメン
トする。
【００７２】
　キャリア解析器２１３では、各キャリアについてのエラー発生指標ＥＩｎの値が正の値
である第１の所定値Ｅａｔ、例えば５以上になると、値が「１」であるエラーフラグＳｅ
ｆを生成し、負の値である第２の所定値Ｅｂｔ、例えば－５以下になると値が「０」であ
るエラーフラグＳｅｆを生成する。
【００７３】
　エラーフラグＳｅｆの値が「１」であることは、対応するキャリアにおいてエラーが頻
発しており、変調多値数がより少ない変調方式への変更が必要であることを示す。
　エラーフラグＳｅｆの値が「０」であることは、対応するキャリアにおいてエラーの頻
発状況が解消したので、変調多値数がより多い変調方式への変更を行っても良いことを示
す。
　エラーフラグＳｅｆと制御対象キャリア番号Ｓｃｎは、互いに関連付けて受信状態評価
器２３１に供給される。
【００７４】
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　エラー発生指標ＥＩｎの値が第１の閾値Ｈｔｈよりも小さく、第２の閾値Ｌｔｈよりも
大きいキャリアについては該当するキャリア番号を受信状態評価器２３１に出力しない。
【００７５】
　受信状態評価器２３１は、キャリア解析器２１３から出力されるエラーフラグＳｅｆと
制御対象キャリア番号Ｓｃｎと、画質評価器２２１から出力される画質推定値Ｓｑｐをま
とめて受信状態情報Ｓｒｓとして生成し、送信器１０１へ出力する。
【００７６】
　図５（ａ）～（ｃ）、及び図６（ａ）～（ｃ）は、上記（Ａ１）、（Ａ２）、（Ｂ１）
～（Ｂ３）の規則に従うエラー発生指標ＥＩｎの変化及びこれに伴う、値が「１」又は値
が「０」のエラーフラグＳｅｆの発生の例を示す。図５（ａ）～（ｃ）及び図６（ａ）～
（ｃ）においては１フレーム期間毎にエラーの発生の有無をチェックしており、図５（ａ
）及び図６（ａ）において、エラーが発生したフレーム期間は「１」で、エラーが発生し
なかったフレーム期間は「０」で示されている。図５（ａ）及び図６（ａ）に示される各
フレーム期間におけるエラーの発生の有無に応じたエラー発生指標ＥＩｎの変化は次のフ
レーム期間に生じる。
【００７７】
　図５（ｂ）に示す例では、フレーム期間ｆ１５からフレーム期間ｆ１９まで５フレーム
期間にわたり連続してエラーの発生が検出された結果、次のフレーム期間ｆ２０において
エラー発生指標ＥＩｎの値が「５」に達し、そのために、図５（ｃ）に示すように、フレ
ーム期間ｆ２０において、値が「１」のエラーフラグＳｅｆが発生されている。また、フ
レーム期間ｆ１９以降もエラーが発生しているために、エラー発生指標ＥＩｎの値は、「
６」、「７」と増加を続け、値が「１」のエラーフラグＳｅｆが、引き続き発生されてい
る。
　値が「１」のエラーフラグＳｅｆは、対応する制御対象キャリア番号Ｓｃｎとともに送
信器１０１に送信される。
エラー発生指標ＥＩｎの値には、所定の上限値を設けても良い。上限値は、第１の閾値Ｈ
ｔｈと、各キャリアに初期値として設定するキャリア変調方式以外に選択可能なキャリア
変調方式の数とを加算したものとする。あるキャリアにエラーの発生が続く場合、エラー
発生指標ＥＩｎは上限値に達した時点でインクリメントをやめて、上限値を維持すること
とする。
【００７８】
　図６（ｂ）に示す例では、フレーム期間ｆ３２、ｆ３３でエラーの発生が検出されたが
、フレーム期間ｆ３３に続くフレーム期間ｆ３４からｆ３８まで５フレーム期間にわたり
、エラーの発生が検出されなかったため、フレーム期間ｆ３５で「－１」となり、フレー
ム期間ｆ３９において、エラー発生指標ＥＩｎの値が「－５」に達し、そのため、図６（
ｃ）に示すように、フレーム期間ｆ３９において、値が「０」のエラーフラグＳｅｆが発
生され、対応する制御対象キャリア番号Ｓｃｎとともに送信器１０１に送信される。
　値が「０」のエラーフラグＳｅｆが送信器１０１に送信されると、次のフレーム期間ｆ
４０では、エラー発生指標ＥＩｎが「０」にリセットされる。
【００７９】
　伝送路評価器２１１、或いは受信状態評価器２３１から出力されるエラーフラグＳｅｆ
と制御対象キャリア番号Ｓｃｎを関連付けたデータは、図４に示す表形式にする必要はな
く、制御対象キャリア番号Ｓｃｎを順に並べた配列の形式であっても良い。
【００８０】
　例えば、エラーフラグＳｅｆの値が同じ制御対象キャリア番号Ｓｃｎが複数個ある場合
には、一つのエラーフラグＳｅｆの値に対して、エラーフラグＳｅｆの値が同じ制御対象
キャリア番号Ｓｃｎがまとめて送信される。例えば、図７に示されるように、先頭にフラ
グＳｅｆの値が「１」であることを示すデータが位置し、その後に該エラーフラグＳｅｆ
の値が「１」である、１又は２以上の制御対象キャリア番号Ｓｃｎ（即ち伝送エラーが頻
発していることが検出されているキャリアの番号）を並べた配列と、先頭にフラグＳｅｆ
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の値が「０」であることを示すデータが位置し、その後に該エラーフラグＳｅｆの値が「
０」である、１又は２以上の制御対象キャリア番号Ｓｃｎ（即ち伝送エラーの頻発状況が
解消したキャリアの番号）を並べた配列とが出力される。
【００８１】
　送信器１０１においては、上記のように、受信器２０１から送信されたエラーフラグＳ
ｅｆ及び制御対象キャリア番号Ｓｃｎに基づいて、キャリア割当情報の再設定を行う。
【００８２】
　画質評価器２２１は、上記のように、ＯＦＤＭ復調器２０２からのビットストリームＳ
ｒｂに基づいて画質を評価し、画質評価結果としての画質推定値Ｓｑｐ（を示すデータ）
を出力する。画質評価器２２１は、例えば図８に示すように、デコーダ２２２と、特徴量
算出器２２３と、客観評価器２２４を備える。
【００８３】
　デコーダ２２２は、ＯＦＤＭ復調器２０２からのビットストリームＳｒｂを入力として
所定のフォーマットにデコードし、デコードにより得られた画像データＳｉｄを特徴量算
出器２２３へ出力する。
【００８４】
　特徴量算出器２２３は、画像データＳｉｄから複数の画像特徴量を算出し、客観評価器
２２４は、特徴量算出器２２３で算出された画像特徴量から、画質を客観的に評価した画
質推定値Ｓｑｐを出力する。
【００８５】
　特徴量算出器２２３は、フレーム内特徴量算出器２２３ａとフレーム間特徴量算出器２
２３ｂを構える。
【００８６】
　フレーム内特徴量算出器２２３ａは、デコーダ２２２からの画像データＳｉｄに基づき
、１フレーム毎の画像特徴量であるフレーム内特徴量Ｓｓｉを算出する。フレーム内特徴
量Ｓｓｉとしては、伝送エラーによるノイズを抽出するため、例えば、上記の非特許文献
１に記載されている空間的な特徴量ＳＩ（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を
用いるものとする。
【００８７】
　フレーム内特徴量Ｓｓｉは１フレーム単位で算出することとしても良く、１フレームを
各々複数画素からなるブロックに分割した単位での算出を行っても良い。
　フレーム単位で算出する場合には、フレーム内特徴量Ｓｓｉは、１個の値を表すデータ
Ｓｓｉｄ（ｄ＝１）から成る。ブロック単位で算出する場合には、フレーム内特徴量Ｓｓ
ｉは、１個又は複数個の値を表すデータＳｓｉｄ（ｄ＝１～Ｄ（Ｄ≧１））から成る。デ
ータＳｓｉｄは、例えばそれぞれ対応するブロックの特徴量を表すデータから成るもので
あっても良い。
　さらに、それぞれのブロックの特徴量に基づいて得られた、１種類以上の統計値を表す
データから成るものであっても良く、該統計値と、フレーム単位で算出された特徴量との
組合せであっても良い。
　統計値としては、それぞれのブロックの特徴量の最大値、最小値、平均値が挙げられる
。
　このように統計値や、統計値とフレーム単位の特徴量との組合せを用いることで、画質
判定の精度を上げることができる。
　フレーム内特徴量Ｓｓｉは、客観評価器２２４に出力される。
【００８８】
　フレーム内特徴量算出器２２３ａが算出するフレーム単位又はブロック単位のフレーム
内特徴量としては、空間的な特徴量ＳＩでなく、画像の特徴を表す他の指標を用いてもよ
い。
【００８９】
　フレーム間特徴量算出器２２３ｂは、デコーダ２２２からの各フレームの画像データＳ
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ｉｄを含めた時間的に前後する２フレーム以上の画像データ(各フレームの画像データＳ
ｉｄと、その前及び／又は後の１以上のフレームの画像データ)Ｓｉｄに基づき、複数フ
レームでの画像特徴量であるフレーム間特徴量Ｓｔｉを算出する。各フレーム画像データ
Ｓｉｄとその後のフレームを使う場合には、デコーダ２２２から、「後のフレーム」のデ
ータが出力された後に、当該フレームの特徴量の算出を行う。そのためのフレームバッフ
ァ（図示しない）がフレーム間特徴量算出部２２３ｂに設けられている。
【００９０】
　算出するフレーム間特徴量Ｓｔｉｅは、映像の動きのなめらかさを測る指標として用い
られるとともに、伝送エラーにより重畳されるブロック状のノイズを抽出するために利用
されるものであり、例えば、上記の非特許文献１に記載されている時間的な特徴量ＴＩ（
Ｔｅｍｐｏｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を用いることができる。
【００９１】
　フレーム間特徴量Ｓｔｉは１フレーム単位で算出することとしても良く、１フレームを
各々複数画素からなるブロックに分割した単位での算出を行っても良い。
　フレーム単位で算出する場合には、フレーム間特徴量Ｓｔｉは、１個の値を表すデータ
Ｓｔｉｅ（ｅ＝１）から成る。ブロック単位で算出する場合には、フレーム間特徴量Ｓｔ
ｉは、１個又は複数個の値を表すデータＳｔｉｅ（ｅ＝１～Ｅ（Ｅ≧１））から成る。デ
ータＳｔｉｅは、例えばそれぞれ対応するブロックの特徴量を表すデータから成るもので
あっても良い。
　さらに、それぞれのブロックの特徴量に基づいて得られた、１種類以上の統計値を表す
データから成るものであっても良く、該統計値と、フレーム単位で算出された特徴量との
組合せであっても良い。
　統計値としては、それぞれのブロックの特徴量の最大値、最小値、平均値が挙げられる
。
　このように統計値や、統計値とフレーム単位の特徴量との組合せを用いることで、画質
判定の精度を上げることができる。
　フレーム間特徴量Ｓｔｉは、客観評価器２２４に出力される。
【００９２】
　フレーム間特徴量算出器２２３ｂが算出するフレーム単位又はブロック単位のフレーム
間特徴量としては、時間的な特徴量ＴＩでなく、複数フレームの画像データから算出され
る画像の特徴を表す他の指標を用いてもよい。
【００９３】
　客観評価器２２４は、特徴量算出器２２３から出力されるフレーム内特徴量Ｓｓｉ及び
フレーム間特徴量Ｓｔｉを基に画質を評価し、その結果として画質推定値Ｓｑｐを出力す
る。
【００９４】
　客観評価器２２４は、特徴量算出器２２３において算出された画像特徴量Ｓｓｉ及びＳ
ｔｉに基づき、画像データＳｉｄの品質を客観的に評価し、画質推定値Ｓｑｐを生成し出
力する。画像データＳｉｄの品質は予め主観評価実験により主観的な評価値を測定しても
良いが、本実施の形態では、処理の対象ではない複数の静止画像又は映像に対する主観評
価実験を行った結果を処理の対象である画像についての客観的な評価に反映させることで
、処理の対象である画像についても主観的な評価値との相関が高い客観的な評価値を得る
こととしている。
【００９５】
　画像特徴量Ｓｓｉ及びＳｔｉを入力として、例えば以下の式（２）により画質の判定を
行い、主観的な画質を画像特徴量から推定した画質推定値Ｓｑｐを導出する。式（２）で
は、画質推定値Ｓｑｐは、フレーム内特徴量Ｓｓｉを構成するＦ種類（Ｆ≧１）種類のフ
レーム内特徴量Ｓｓｉｆ（ｆ＝１～Ｆ）と、フレーム間特徴量Ｓｔｉを構成するＧ種類（
Ｇ≧１）のフレーム間特徴量Ｓｔｉｇ（ｇ＝１～Ｇ）の総和により求められる。
　なお、各特徴量Ｓｓｉｆ及びＳｔｉｇに係る係数αｆ、βｇ並びに定数Ｃは、予め実施
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する、複数の静止画像又は映像に対する主観評価実験により導出されるものであり、これ
により画質推定値Ｓｑｐは、例えば０から５の値をとる。数αｆ、βｇ及び定数Ｃは、１
以上の整数である。このようにして得られる画質推定値Ｓｑｐは、値が大きいほど画質が
良く、値が小さいほど画質が悪いことを表す。ここで、後述する受信状態評価器２３１へ
の画質推定値Ｓｑｐの出力は１フレーム毎にできるが、複数のフレーム毎でもよい。後者
の場合、１フレーム毎に算出された画質推定値Ｓｑｐに対して、例えば最大値や最小値、
平均値等を用いる。
【００９６】
【数２】

【００９７】
　例えば、画質推定値が取り得る値の範囲が上記のように、０．０～０．５となるように
評価を行い、基準値Ｑｂを例えば３．５と設定する。この場合、受信された画像データＩ
ｄにより表示される画像の画質が３．５以上となるよう符号化パラメータＳｑｓを決定す
る。
　なお、画質推定値Ｓｑｐの取り得る値の範囲が上記した０．０～５．０ではなく、より
広くなるように評価を行っても良い。例えば０．０～１０．０となるようにすると、より
詳細な画質の評価を行うことができ、画質の調整の程度をより精密に制御することが可能
となる。
【００９８】
　受信状態評価器２３１は、伝送路評価器２１１からの、画像データの送信に利用可能な
キャリアにおけるエラーの発生状況を示すデータ、即ちエラーフラグＳｅｆ及び制御対象
キャリア番号Ｓｃｎと、画質評価器２２１からの画質評価結果としての画質推定値Ｓｑｐ
とを受け、これらをまとめて受信状態情報Ｓｒｓを生成し、送信器１０１に送信する。
【００９９】
　以下、受信器２０１における伝送のエラーの評価結果に基づく、送信器１０１における
変調方式の変更及び符号化パラメータの再設定の処理についてより具体的に説明する。
【０１００】
　送信器１０１のキャリア制御器１０４は、受信状態情報Ｓｒｓに含まれる制御対象キャ
リア番号Ｓｃｎで特定されるキャリアに対して、該制御対象キャリア番号Ｓｃｎに対して
設定されているエラーフラグＳｅｆの値及び当該キャリアに対して前回適用された変調方
式に応じて以下のような処理を行う。
【０１０１】
　エラーフラグＳｅｆが「１」の場合は、当該制御対象キャリア番号Ｓｃｎで特定される
キャリアに対して、前回適用された変調方式に比べ、変調多値数がより少ない、従って１
シンボル当たりの伝送情報量がより少ない変調方式を決定する。例えば前回のキャリア変
調方式の設定値が６４ＱＡＭを指定するものであった場合、今回適用するキャリア変調方
式は６４ＱＡＭより伝送情報量が少ない３２ＱＡＭとする。
【０１０２】
　ここで、全てのキャリアにおいて、キャリア変調方式の変更による１シンボル当たりの
伝送情報量の減少幅は一律としても良く、エラー発生指標（或いはその他の、エラーが連
続して発生した回数を反映した指標）に応じて異なるものとしても良い。
【０１０３】
　減少幅を一律にする場合には、例えば前回適用したキャリア変調方式の次に伝送情報量
が少ないキャリア変調方式に決定することとしても良く、こうすることで、キャリア変調
方式を変更するために複雑な回路を実装する必要がなくなり、回路規模の削減ができる。
このとき、あるキャリアに前回適用したキャリア変調方式が、本ＯＦＤＭ信号送受信シス
テムで実施可能な複数のキャリア変調方式のうち、１シンボル当たりの伝送情報量が最も
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少ないキャリア変調方式で、かつそのキャリアに対応するエラーフラグＳｅｆが「１」で
ある場合、キャリア変調方式は変更しないこととしても良く、そのキャリアを使用せず、
代わりに他のキャリアを使用することとしても良い。
【０１０４】
　一方、伝送情報量の減少幅を異ならせる場合は、例えばエラー発生指標の値が大きいほ
ど、そのキャリアが１シンボル当たりの伝送情報量の減少幅が大きいキャリア変調方式に
決定する。例えば、前回適用したキャリア変調方式が６４ＱＡＭであり、エラー発生指標
ＥＩｎが所定値Ｈｔｓ（第１の閾値Ｈｔｈよりも大きな値）以下であれば、上記と同様、
３２ＱＡＭに変更する一方、エラー発生指標ＥＩｎが上記の所定値Ｈｔｓよりも大きけれ
ば、３２ＱＡＭよりもさらに変調多値数の少ない１６ＱＡＭに変更する。この場合、画像
データの送信に利用可能な全てのキャリアに対してエラー発生指標を記録しておく必要が
あるが、これにより伝送エラーが発生しやすいキャリアで伝送するデータに発生する誤り
をより少なくできる。
【０１０５】
　伝送エラーの頻発を示す制御対象キャリア番号Ｓｃｎで特定されるキャリアの中に、伝
送エラー発生状況が不安定なものがある場合（例えば、エラーの頻発状態の発生と解消が
繰り返される場合）や他のキャリアで十分な伝送量を確保できる場合に、当該キャリアを
使用しないよう変更することも可能である。これにより、伝送するデータに誤りが発生す
る可能性を低くできる。
【０１０６】
　エラーフラグＳｅｆが「０」の場合は、当該制御対象キャリア番号Ｓｃｎで特定される
キャリアに対して、前回適用された変調方式と比べて、変調多値数がより多い、従って１
シンボル当たりの伝送情報量がより多い変調方式を決定する。例えば前回のキャリア変調
方式の設定値が６４ＱＡＭを指定するものであった場合、今回適用するキャリア変調方式
は６４ＱＡＭより伝送情報量が多い１２８ＱＡＭとする。
【０１０７】
　ここで、全てのキャリアにおいて、キャリア変調方式の変更によって１シンボル当たり
の伝送情報量の増加幅は一律としても良く、エラー発生指標（或いはその他の、エラー発
生の後にエラーが連続して生じなかった回数を反映した指標）に応じて異なるものとして
も良い。
【０１０８】
　増加幅を一律にする場合には、例えば前回適用したキャリア変調方式の次に伝送情報量
が多いキャリア変調方式に決定することとしても良く、こうすることで、キャリア変調方
式を変更するために複雑な回路を実装する必要がなくなり、回路規模の削減ができる。こ
のとき、あるキャリアに前回適用したキャリア変調方式が、本ＯＦＤＭ信号送受信システ
ムで実施可能な複数のキャリア変調方式のうち、１シンボル当たりの伝送情報量が最も多
いキャリア変調方式であり、かつそのキャリアについてのエラーフラグＳｅｆが「０」で
ある場合、キャリア変調方式は変更しないこととしても良い。
【０１０９】
　一方、伝送情報量の増加幅を異ならせる場合は、例えばエラー発生指標が小さいほど、
そのキャリアが１シンボル当たりの伝送情報量の増加幅が大きいキャリア変調方式に決定
する。例えば、前回適用したキャリア変調方式が６４ＱＡＭであり、エラー発生指標ＥＩ
ｎが所定値Ｌｔｓ（第２の閾値Ｌｔｈよりも小さな値）以上であれば、上記と同様、１２
８ＱＡＭに変更する一方、エラー発生指標ＥＩｎが上記所定値ＬＴｓよりも小さければ、
１２８ＱＡＭよりもさらに変調多値数の多い２５６ＱＡＭに変更する。この場合、画像デ
ータの送信に利用可能な全てのキャリアに対してエラー発生指標を記録しておく必要があ
るが、これにより伝送エラーが発生しにくいキャリアで伝送するデータの量をできるだけ
多くして、伝送効率を上げることができる。
【０１１０】
　各キャリアに適用するキャリア変調方式を決定した後、決定したキャリア変調方式を示
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すキャリア割当情報Ｓｃａを出力するとともに、キャリア制御器１０４は伝送データ量見
積値Ａｇｉを算出し、伝送データ量見積値Ａｇｉと画質推定値Ｓｑｐからなる信号を生成
し、エンコード制御器１０５に出力する。伝送データ量見積値Ａｇｉの初期値としては、
理想的な伝送路（伝送エラーが全く発生しない伝送路）における、本ＯＦＤＭ信号送受信
システムで伝送し得る最大のデータ量を生じさせる値が与えられる。
【０１１１】
　なお、上記の例では、図４乃至図６（ｃ）を参照して説明した方法で生成したエラー発
生指標ＥＩ１～ＥＩＮに基づいて変調方式の変更が必要であるか否かの判断をしているが
、本発明はこれに限定されず、要するに、エラーの発生回数などエラーの発生状況を表す
データを変調方式の変更を要求する情報として用いて、この情報に基づいて変調方式の変
更を行うこととすれば良い。
【０１１２】
　以上の制御を行う結果、変調方式の変更により、伝送エラーの発生を少なくすることが
可能である限り変調方式の変更を行い、変調多値数が最も少ない変調方式においてもなお
、伝送エラーが多い場合には、これに伴い画質が劣化するので、符号パラメータをより大
きな値に変化させる処理がなされる。
　上記のように、伝送エラーの発生状況に基づく各キャリアの変調方式の変更、並びにキ
ャリアの変調方式と画質評価値に基づく符号化パラメータの変更をリアルタイムで行って
いるので、画質を維持するとともに伝送効率を可能な限り高く保つことができる。
【０１１３】
　以上のように、エラーフラグＳｅｆを変調方式の変更を要求する情報として用いて、各
キャリアに適用する変調方式の変更をする代わりに、各キャリアに適用するキャリア変調
方式の変更を、受信状態情報Ｓｒｓに含まれる画質推定値Ｓｑｐに応じて行っても良い。
この場合、キャリア制御器１０４には、エンコード制御器１０５と同じ画質基準値Ｑｂを
入力しておく（図１に点線で示す）必要がある。また、画質基準値Ｑｂは、受信された画
像データにより表示される画像が有することを要求される最低限の品質に対応する値に設
定される。画質推定値Ｓｑｐ及び画質基準値Ｑｂは、値が大きいほど画質が良いことを表
す。
【０１１４】
　例えば、受信状態情報Ｓｒｓに含まれる画質推定値Ｓｑｐが基準値Ｑｂよりも低い場合
には、すべてのキャリアにおいて一斉に、又は順次（例えば所定の順序で）送信するデー
タ量を減少させるようにキャリア変調方式を変更し、画質推定値Ｓｑｐが基準値Ｑｂ以上
の場合には、すべてのキャリアにおいて一斉に、又は順次（例えば所定の順序で）送信す
るデータ量を増加させるようにキャリア変調方式を変更することとする。
【０１１５】
　この場合、エラーフラグＳｅｆ及び制御対象キャリア番号Ｓｃｎに基づく変調方式の変
更（再設定）とは独立に、画質推定値Ｓｑｐに基づく変調方式の変更を行っても良く、制
御対象キャリア番号Ｓｃｎ及びエラーフラグＳｅｆと画質推定値Ｓｑｐとの組合せに基づ
いて変調方式の変更を行っても良い。
【０１１６】
　なお、受信状態情報Ｓｒｓに含まれる画質推定値Ｓｑｐが基準値Ｑｂ以上の場合、エラ
ーフラグＳｅｆが伝送エラーの頻発状況の解消を示していても、現状維持のため、送信す
るデータ量を増加させるようキャリア変調方式を変更しないこととしても良い。これによ
り、受信器２０１で十分に高い画質が得られている場合は、送信器１０１でキャリア変調
方式を変更するための処理による遅延時間をなくすことができる。
【０１１７】
　なおまた、図１の例では、表示器３０１がデコーダ３０２を内蔵しているが、図８に示
すように、受信器２０１がデコーダ２２２を有する場合には、デコーダ３０２は表示器３
０１に内蔵されていなくても良い。この場合、例えば、受信器２０１のデコーダ２２２が
出力する画像データＳｉｄを画像再生器３０３へ入力すれば良い。
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【０１１８】
実施の形態２．
　実施の形態２に係るＯＦＤＭ送受信システムの全体的構成は、図１に示すのと同じであ
るが、伝送路評価器２１１が図９のように構成されている点で異なる。
　図９の伝送路評価器２１１は、図３の伝送路評価器２１１の構成と比較して、エラー発
生周期予測器２１４を付加的に備える点が異なる。図９において、図３と同じ符号のもの
は、構成及び作用が実施の形態１と同様であるため、説明を省略する。
【０１１９】
　エラー発生周期予測器２１４は、キャリア解析器２１３から出力されるエラーフラグＳ
ｅｆ及び制御対象キャリア番号Ｓｃｎから、画像データの送信に利用可能な全てのキャリ
アの各々において、所定の期間毎に１回以上エラーが発生したか否かを判定し、判定結果
を、それぞれの期間に対応付けて記録する。
　この場合、各所定の期間に１回以上エラーが検出された場合にのみ、エラーが検出され
た期間（を代表する）時刻（例えば該期間の開始の時刻）をエラー発生時刻として記録す
るようにしても良い。
　エラー発生時刻を示す情報はキャリアごとに得られるが、この情報も表形式のものでな
くても、配列形式のものであっても良い。
【０１２０】
　エラー発生周期予測器２１４は、上記の記録から、各キャリアについてエラーの周期性
の有無を判定し、エラーの発生に周期性がある場合に、その周期性を示す情報（周期性情
報）Ｓｃｅを生成して出力する。この周期性情報には、周期の長さを表す情報と、基準と
なる時刻（例えば現在時刻）から、次にエラーが発生すると予想されるタイミングまでの
時間差を表す情報とが含まれる。
　出力された周期情報Ｓｃｅは、受信状態評価器２３１により、受信状態情報Ｓｒｓの一
部として送信される。
　なお、受信状態情報Ｓｒｓに周期性情報Ｓｃｅを送信器１０１に送信するか否かを、設
定により選択可能としても良い。
【０１２１】
　キャリア制御器１０４では、周期性情報Ｓｃｅを用いて、エラーが発生すると予測され
る時刻及びその前後の時間帯には、当該キャリアを使用しないようキャリア割当情報Ｓｃ
ａを再設定する。
【０１２２】
　実施の形態１の構成であると、伝送エラーの発生からキャリア割当情報Ｓｃａへの反映
までに遅延が生じるが、実施の形態２の構成であると、伝送エラーが生じるタイミングに
先立って変調方式の変更（キャリア割当の再設定）を行うので、伝送エラーの発生を未然
に防止でき、より安定した伝送を行うことができる。
【０１２３】
　周期性情報を得るために、エラーの発生についての観測を連続的に行っても良く、断続
的に行っても良い。断続的に行う場合、所定の期間(観測実行周期)毎に観測を行い、各回
の観測で周期性情報が得られたら、次に観測を行うまで、得られた周期性情報を利用し続
けることとしても良い。観測実行周期は上記のエラー検出周期よりも長い。各回の観測は
、周期性の有無の判定、及び周期の長さ及び上記の時間差の算出に必要な情報を得るのに
十分な長さとする。上記の観測を連続的に行えば、エラーの発生周期が変化した場合にも
、迅速に対応することが出来る点で有利である。
【０１２４】
　なお、受信状態情報Ｓｒｓに周期性情報Ｓｃｅを含める代わりに、エラー発生周期予測
器２１４は、伝送エラーが頻発しているキャリアについて予想されるエラーの頻発が予想
されるタイミングに先立ち、エラーの頻発が予想されること示すフラグを、該エラーの頻
発が予想されるキャリアを示す制御対象キャリア番号Ｓｃｎとともに、送信器１０１に送
信することとしても良い。
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【０１２５】
　この場合、受信器２０１の受信状態評価器２３１及び送信器１０１は、実施の形態１と
同様の処理を行うことで、予想されるエラーの頻発に対する対応をすることができる。即
ち、送信器１０１では、エラーの頻発を予想するフラグを、上記の値が「１」のエラーフ
ラグＳｅｆの代わりのものとして扱い、変調多値数がより少ない変調方式への変更を行い
、エラーの頻発が予想されるタイミングが過ぎたら、元の変調方式に戻す。受信状態評価
器２３１及び送信器１０１の構成は実施の形態１と同様で良いので、回路規模を拡大する
ことなく、伝送エラーの発生を未然に防止することができる。
【０１２６】
　例えば、所定の経路を周回するバスや電車などに本発明のシステムを適用した場合、特
定の場所で特定の周波数帯に雑音が存在するときは、周期性のある伝送エラーを事前に抑
止できる。例えば電車の場合には、パンタグラフからのノイズによる伝送エラーに対して
有効な対策となる。
【０１２７】
実施の形態３．
　実施の形態３に係るＯＦＤＭ送受信システムの構成を図１０に示す。
　図１０に示されるＯＦＤＭ送受信システムは、図１の送受信システムと概して同じであ
るが、図１の受信状態評価器２３１、キャリア制御器１０４、及びエンコード制御器１０
５の代わりに、受信状態評価器２４１、キャリア制御器１１４及びエンコード制御器１１
５を備える点で異なる。図１０で、図１と同じ符号のものは、構成及び作用が実施の形態
１と同様であるため、説明を省略する。受信状態評価器２４１は、図１の受信状態評価器
２３１と同様に、無線信号送信器２３１ａを備えていても良い。
【０１２８】
　受信状態評価器２４１は、図１の受信状態評価器２３１と異なり、画質推定値Ｓｑｐの
代わりに画質フラグＳｒを受信状態情報Ｓｒｓの一部として出力し、キャリア制御器１１
４は、画質推定値Ｓｑｐの代わりに画質フラグＳｒを含む受信状態情報Ｓｒｓを受信して
、画質推定値Ｓｑｐの代わりに画質フラグＳｒを出力し、エンコード制御器１１５は、画
質推定値Ｓｑｐの代わりに画質フラグＳｒに基づいて符号化パラメータの再設定を行う。
　画質フラグＳｒは、キャリア制御器１１４又はエンコード制御器１１５に対して変調方
式又は符号化パラメータの再設定が必要か否かを示すものであり、エラーフラグＳｅｆと
同様に送信の条件の変更を要求する情報として用いられている。
【０１２９】
　受信状態評価器２４１は、画質基準値Ｑｂと画質推定値Ｓｑｐに基づき画質フラグＳｒ
の値を決定する。この画質基準値Ｑｂは、図１のシステムにおいてエンコード制御器１０
５で用いられるものと同様のものである。
　例えば、画質推定値Ｓｑｐが基準値Ｑｂよりも低ければ、画質フラグＳｒの値を第１の
値、例えば「１」とし、そうでなければ、画質フラグＳｒの値を第２の値、例えば「０」
とする。
　受信状態評価器２４１は、伝送路評価器２１１からのエラーの発生状況を示すエラーフ
ラグＳｅｆ及び制御対象キャリア番号Ｓｃｎと、内部で生成した画質フラグＳｒをまとめ
たものを受信状態情報Ｓｒｓとして、送信器１０１に送信する。
【０１３０】
　画質フラグＳｒにより、エンコード制御器１１５における符号化パラメータＳｑｓの決
定のみを制御する場合には、例えば画質フラグＳｒが「１」のときは、実施の形態１にお
いて画質推定値Ｓｑｐが基準値Ｑｂよりも低い場合と同様に制御を行い、画質フラグＳｒ
が「０」のときは、実施の形態１において画質推定値Ｓｑｐが基準値Ｑｂ以上の場合と同
様に制御を行うこととしても良い。
【０１３１】
　画質フラグＳｒにより、キャリア制御器１１４における変調方式の変更を制御する場合
には、実施の形態１の変形例で説明したように、画質フラグＳｒが「１」の場合には、す
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べてのキャリアにおいて一斉に又は順次（例えば所定の順序で）変調多値数を減少させる
ように変調方式を変更し、画質フラグＳｒが「０」の場合には、すべてのキャリアにおい
て一斉に又は順次（例えば所定の順序で）変調多値数を増加させるように変調方式を変更
しても良い。
　この場合、エラーフラグＳｅｆ及び制御対象キャリア番号Ｓｃｎに基づく変調方式の変
更（再設定）とは独立に、画質フラグＳｒに基づく変調方式の変更を行っても良く、制御
対象キャリア番号Ｓｃｎ及びエラーフラグＳｅｆと画質フラグＳｒとの組合せに基づいて
変調方式の変更を行っても良い。
【０１３２】
　また、画質フラグＳｒが「０」であれば、伝送効率の向上のために、キャリア制御器１
１４において、新たなキャリア割当情報Ｓｃａの生成（キャリア割当情報Ｓｃａの再設定
）を行い、画質フラグＳｒの値が「１」であれば、画質の向上が望まれるため、エンコー
ド制御器１１５において、新たな符号化パラメータＳｑｓの算出（再計算）を行うことし
ても良い。
　この場合、キャリア制御器１１４及びエンコード制御器１１５は、画質フラグＳｒがど
ちらかの値を有するときにのみ、キャリア割当情報Ｓｃａの再設定又は符号化パラメータ
Ｓｑｐの再計算を行えば良く、エラー状況が変化してから、該変化に対応するための処理
を行うまでの時間を短くすることができる。
【０１３３】
　画質フラグＳｒにより、キャリア制御器１１４及びエンコード制御器１１５の一方に対
してのみ再設定を要求する場合、画質フラグは１ビットで表現できる。
　例えば、上記のように、画質フラグＳｒが「０」の場合はキャリア制御器１１４に対す
る再設定の要求を示し、画質フラグＳｒが「１」の場合はエンコード制御器１１５に対す
る再設定の要求を示すこととしても良い。
【０１３４】
　キャリア制御器１１４は、画質フラグＳｒがキャリア制御器１０４に対する再設定を要
求する値のものである場合、受信状態情報Ｓｒｓに含まれるエラーフラグＳｅｆと、制御
対象キャリア番号Ｓｃｎから算出可能である各キャリアの伝送可能な情報量に基づき、各
キャリアの変調方式を決定し、キャリア割当情報Ｓｃａを生成する。各キャリアに適用す
るキャリア変調方式は、変調多値数が前回適用した変調方式の変調多値数以上となるよう
決定する必要がある。キャリア変調方式を決定した後、伝送データ量見積値Ａｇｉを算出
し、受信状態情報Ｓｒｓに含まれる画質フラグＳｒと、伝送データ量見積値Ａｇｉをエン
コード制御器１１５へ出力する。
【０１３５】
　エンコード制御器１１５は、キャリア制御器１１４からの画質フラグＳｒと伝送データ
量見積値Ａｇｉに基づき、符号化パラメータＳｑｓを一意に決定できる。エンコード制御
器１１５における符号化パラメータＳｑｓの決定の例を式（３）に示す。式（３）中のＳ
ｑｎ－１及びＳｑｓは、値が小さいほど圧縮率が低いことを表す。
【０１３６】
【数３】

【０１３７】
　受信状態情報Ｓｒｓとしてキャリア制御器１１４又はエンコード制御器１１５のどちら
か一方に対する再設定の要求であることを明確に示すものを用いれば、送信器１０１は受
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Ｓｒｓを受信してからキャリア制御器１１４及びエンコード制御器１１５に適用させるま
での遅延時間を小さくできる。
【０１３８】
　なお、キャリア制御器１１４及びエンコード制御器１１５のどちらにおいても再設定を
行う場合は、画質フラグＳｒを２ビットで構成してもよい。画質フラグＳｒは、画質基準
値Ｑｂと画質推定値Ｓｑｐを比較するだけで一意に決定できるため、画質フラグＳｒの算
出は簡単に短時間で行うことができる。
【０１３９】
　以上、画質フラグＳｒを送信条件の変更を要求する情報として用いて、キャリア制御器
１１４における変調方式の変更及び／又はエンコード制御器１１５における符号化パラメ
ータの変更を行う構成について説明したが、要するに受信器２０１の受信状態評価器２４
１が各キャリアにおけるエラーの発生状況を示すデータＳｅｆ、Ｓｃｎと画質評価結果Ｓ
ｑｐに基づいて送信器１０１における送信の条件（変調方式、符号化パラメータ）の変更
を要求する情報を生成し、該情報を受信器２０１から送信器１０１に送信し、送信器１０
１ではこの情報に基づいてキャリア制御器１１４における変調方式の変更、及び／又はエ
ンコード制御器１１５における符号化パラメータの変更を行う構成とすれば良い。
【符号の説明】
【０１４０】
　　１０１　送信器、　１０２　エンコーダ、　１０３　ＯＦＤＭ変調器、　１０４　キ
ャリア制御器、　１０５　エンコード制御器、　１１４　キャリア制御器、　１１５　エ
ンコード制御器、　２０１　受信器、　２０２　ＯＦＤＭ復調器、　２１１　伝送路評価
器、　２１２　誤り検出キャリア特定器、　２１３　キャリア解析器、　２１４　エラー
発生周期予測器、　２２１　画質評価器、　２２２　デコーダ、　２２３　特徴量算出器
、　２２３ａ　フレーム内特徴量算出器、　２２３ｂ　フレーム間特徴量算出器、　２２
４　客観評価器、　２３１　受信状態評価器、　２４１　受信状態評価器、　３０１　表
示器、　３０２　デコーダ、　３０３　画像再生器。
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